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熊本県合志市須屋
００番地００

記号

資格

氏名

住所

合   志

性別 男

世帯主氏名 国保　一郎

国保　一郎
熊本県合志市須屋　００番地００

国保　一郎　　様

国 民 健 康 保 険
被 保 険 者 証 有効年月日

有効期限

番 号

平成29年４月１日
平成30年３月31日

000000

保険者番号

保 険 者 名

４３０１９９

合 志 市

生 年 月 日

取得年月日

保険者住所

Ｔ Ｅ Ｌ

昭和00年00月00日
平成00年00月00日

合志市竹迫2140番地

096−242−1183

り
災
証
明
書

　

住
家
な
ど
の
被
害
状
況
を
証
明
す
る
も
の

で
す
。
状
況
に
応
じ
て
被
害
認
定
調
査
を
行

な
い
ま
す
。
一
部
損
壊
の
り
災
証
明
書
は
、

市
役
所
総
務
課
窓
口
で
即
時
発
行
し
ま
す
。

●
対
象　

被
災
し
た
住
家
・
非
住
家
（
納
屋

な
ど
）

●
申
請
期
限　

２
月
28
日
㈫

●
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

　

総
務
課　

交
通
防
災
班（
合
志
庁
舎
）

　

☎（
２
４
８
）１
１
１
２

被
災
家
屋
な
ど
の
解
体
撤
去

　

被
災
し
た
家
屋
な
ど
の
解
体
撤
去
、
ま
た

は
そ
の
費
用
を
支
援
し
ま
す
。

●
対
象　

り
災
証
明
書
で
半
壊
判
定
以
上
の

認
定
を
受
け
、
建
物
の
解
体
撤
去
を
希
望

す
る
人
。
ま
た
は
業
者
に
依
頼
し
、
解
体

が
完
了
し
た
人
。

●
申
請
期
限

◦
解
体
撤
去　

５
月
31
日
㈬

◦
費
用
支
援　

２
月
28
日
㈫

●
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

　

環
境
衛
生
課（
合
志
庁
舎
）

　

☎（
２
４
８
）１
２
０
２

み
な
し
仮
設
住
宅

　

被
災
者
に
提
供
し
て
い
る
み
な
し
仮
設
住

宅
の
申
請
期
限
が
決
ま
り
ま
し
た
。
特
殊
事

情
が
あ
る
場
合
は
、
そ
の
状
況
に
応
じ
て
相

談
を
承
っ
て
い
ま
す
。

●
対
象　

り
災
証
明
で
半
壊
以
上
の
認
定
を

受
け
て
い
る
世
帯

●
申
請
期
限　

３
月
31
日
㈮

●
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

　

都
市
計
画
課（
西
合
志
庁
舎
）

　

☎（
２
４
２
）１
１
０
４

災
害
復
興
商
品
券

　

住
宅
や
店
舗
の
復
旧
工
事
費
用
を
５
万
円

分
の
商
品
券
で
助
成
し
ま
す
。
工
事
前
の
人

も
期
限
ま
で
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
左
記

の
義
援
金
と
あ
わ
せ
て
受
給
で
き
ま
す
。

●
対
象　

被
災
し
た
住
宅
や
店
舗
の
復
旧
に

必
要
な
工
事
で
、
合
計
50
万
円
以
上
の
工
事

●
申
請
期
限　

３
月
31
日
㈮

●
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

　

商
工
振
興
課（
合
志
庁
舎
）

　

☎（
２
４
８
）１
１
１
５

２
月
１
日
〜
新
た
に
受
け
付
け
て
い
ま
す

一
部
損
壊
世
帯
へ
の
義
援
金

　

り
災
証
明
書
で
一
部
損
壊
の
判
定
を
受

け
、
次
に
当
て
は
ま
る
世
帯
へ
、
義
援
金
10

万
円
を
支
給
し
ま
す
。
申
請
が
な
け
れ
ば
支

給
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

●
対
象　

居
住
す
る
住
家
が
一
部
損
壊
の
判

定
を
受
け
、
そ
の
修
理
費
用
に
１
０
０
万

円
以
上
支
出
し
た
世
帯
（
居
住
者
の
み
）

●
対
象
と
な
る
工
事
箇
所

　

日
常
生
活
に
欠
く
こ
と
が
で
き
な
い
部
分

の
修
理
（
内
装
の
み
や
外
構
の
工
事
、
家

電
製
品
の
修
理
な
ど
は
除
く
）

◦
屋
根
、
柱
、
床
、
外
壁
、
基
礎
、
ド
ア
、

窓
な
ど
の
開
口
部
（
ガ
ラ
ス
・
鍵
の
交
換

も
含
む
）

◦
衛
生
設
備
（
便
器
、
浴
槽
な
ど
）

医
療
費
の
一
部
負
担
金
の
還
付

●
対
象　

次
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
人

で
、
す
で
に
医
療
機
関
な
ど
に
一
部
負
担

金
を
支
払
っ
た
人

①
住
家
の
全
半
壊
、
全
半
焼
ま
た
は
こ
れ
に

準
ず
る
被
害
を
受
け
た
人

②
主
た
る
生
計
維
持
者
が
死
亡
ま
た
は
重
篤

な
傷
病
を
負
っ
た
人

③
主
た
る
生
計
維
持
者
が
行
方
不
明
に
な
っ

た
人

④
主
た
る
生
計
維
持
者
が
業
務
を
廃
止
、
ま

た
は
休
止
し
た
人

⑤
主
た
る
生
計
維
持
者
が
失
職
し
、
現
在
収

入
が
な
い
人

国
民
健
康
保
険

●
申
請
に
必
要
な
も
の

◦
保
険
証

◦
世
帯
主
の
印
鑑

◦
医
療
機
関
な
ど
で
一
部
負
担
金
を
支
払
っ

た
領
収
証

◦
対
象
①
〜
⑤
に
当
て
は
ま
る
こ
と
を
証
明

す
る
書
類
（
り
災
証
明
書
な
ど
）

◦
世
帯
主
の
振
込
先
口
座
が
分
か
る
も
の

◦
窓
口
に
来
る
人
の
本
人
確
認
が
で
き
る
も

の
（
運
転
免
許
証
な
ど
）

●
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

　

健
康
づ
く
り
推
進
課　

国
保
年
金
班

　
（
西
合
志
庁
舎
）

　

☎（
２
４
２
）１
１
８
３

後
期
高
齢
者
医
療

●
申
請
に
必
要
な
も
の

◦
保
険
証

◦
被
保
険
者
本
人
の
印
鑑

◦
医
療
機
関
な
ど
で
一
部
負
担
金
を
支
払
っ

た
領
収
証

◦
対
象
①
〜
⑤
に
当
て
は
ま
る
こ
と
を
証
明

す
る
書
類
（
り
災
証
明
書
な
ど
）

◦
振
込
先
口
座
が
分
か
る
も
の

◦
窓
口
に
来
る
人
の
本
人
確
認
が
で
き
る
も

の
（
運
転
免
許
証
な
ど
）

●
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

　

高
齢
者
支
援
課　

高
齢
者
保
険
班

　
（
西
合
志
庁
舎
）

　

☎（
２
４
２
）１
１
０
９

被
災
住
宅
の
応
急
修
理

　

被
災
し
た
住
宅
で
、
日
常
生
活
に
不
可
欠

な
部
分
の
応
急
的
な
修
理
に
つ
い
て
、
一
定

の
範
囲
内
で
費
用
を
支
援
し
ま
す
。

●
対
象　

り
災
証
明
書
で
半
壊
以
上
の
認
定

を
受
け
、
自
ら
修
理
す
る
資
力
の
な
い
世

帯
●
申
請
期
限　

４
月
13
日
㈭

●
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

　

都
市
計
画
課（
西
合
志
庁
舎
）

　

☎（
２
４
２
）１
１
０
４

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
・

介
護
保
険
料
の
減
免

●
対
象

　

被
保
険
者
ま
た
は
そ
の
属
す
る
世
帯
の
生

計
維
持
者
が
居
住
す
る
住
宅
に
つ
き
、
受
け

た
損
害
の
程
度
が
半
壊
以
上
の
人

※
地
震
に
よ
り
世
帯
の
生
計
維
持
者
が
死
亡
・

行
方
不
明
・
障
害
を
受
け
た
人
、　

著
し
い

収
入
減
と
な
っ
た
被
保
険
者
も
減
免
の
対
象

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。　

詳
し
く
は
お

尋
ね
く
だ
さ
い
。

●
減
免
内
容

◦
半
壊
・
大
規
模
半
壊　

…
１
／
２
減
免

◦
全
壊　
　
　
　
　
　
　

…
全
額
減
免

●
申
請
に
必
要
な
も
の

◦
被
保
険
者
本
人
の
印
鑑

◦
り
災
証
明
書
（
写
し
可
）

◦
振
込
先
口
座
が
分
か
る
も
の

●
申
請
期
限

◦
介
護
保
険
料　
　
　
　
　

 

３
月
31
日
㈮

◦
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料 

４
月
13
日
㈭

●
申
請
・
問
い
合
わ
せ
先

　

高
齢
者
支
援
課　

高
齢
者
保
険
班

　
（
西
合
志
庁
舎
）

　

☎（
２
４
２
）１
１
０
９

　

現
在
の
保
険
証
の
有
効
期
限
は
３
月
末
ま

で
と
な
っ
て
い
ま
す
。
新
し
い
保
険
証
は
、

世
帯
主
宛
て
に
３
月
中
旬
頃
に
封
書
（
簡
易

書
留
郵
便
）
で
送
付
し
ま
す
。

　

配
達
時
に
不
在
で
あ
れ
ば
「
郵
便
物
等
お

預
か
り
の
お
知
ら
せ
」
が
投
函
さ
れ
ま
す
。

そ
の
際
は
郵
便
局
へ
連
絡
し
て
希
望
の
日
時

に
再
配
達
し
て
も
ら
う
か
、
郵
便
局
窓
口
で

受
け
取
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

保
険
証
が
届
い
た
ら
、
記
載
内
容
（
住

所
・
氏
名
・
生
年
月
日
な
ど
）
を
必
ず
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。

　

今
回
発
送
す
る
保
険
証
の
有
効
期
限
は
平

成
30
年
３
月
31
日
で
す
が
、
次
の
よ
う
な
場

合
は
有
効
期
限
が
短
く
な
り
ま
す
。

●
平
成
30
年
３
月
31
日
ま
で
に
75
歳
に
な
る

場
合

　

…
有
効
期
限
は
満
75
歳
の
誕
生
日
の
前
日

●
退
職
被
保
険
者
お
よ
び
退
職
被
扶
養
者

で
、
平
成
30
年
３
月
31
日
ま
で
に
65
歳
に

な
る
場
合

　

…
有
効
期
限
は
満
65
歳
の
誕
生
月
の
月
末

　
　
（
１
日
生
ま
れ
の
場
合
は
前
月
末
）

こ
の
部
分
が
国
民
健
康
保
険
証
に

な
り
ま
す
。

保
険
証
を
ゆ
っ
く
り
は
が
し
て
使

用
し
て
く
だ
さ
い
。

熊
本
地
震
で
被
災
し
た
人
へ

お
忘
れ
の
手
続
き
は
あ
り
ま
せ
ん
か

新
し
い
国
民
健
康
保
険

被
保
険
者
証
（
保
険
証
）
を
送
付
し
ま
す

▼
問
い
合
わ
せ
先 

健
康
づ
く
り
推
進
課　

国
保
年
金
班（
西
合
志
庁
舎
）

 

☎（
２
４
２
）１
１
８
３

◦
給
湯
設
備
（
電
気
温
水
器
な
ど
）

◦
上
下
水
道
、
電
気
、
ガ
ス
な
ど
の
配
管
、

配
線
、
吸
排
気
設
備
（
換
気
扇
な
ど
）

※
壊
れ
て
い
な
い
場
合
の
取
り
換
え
や
リ
フ
ォ

ー
ム
な
ど
は
対
象
に
な
り
ま
せ
ん
。

※
共
同
住
宅(

マ
ン
シ
ョ
ン)

や
賃
貸
住
宅(

ア

パ
ー
ト
な
ど)

は
別
途
お
尋
ね
く
だ
さ
い
。

●
必
要
書
類　

り
災
証
明
書
、
領
収
書
、
修

理
工
事
の
内
容
が
分
か
る
書
類
（
工
事
内

訳
書
、
明
細
書
、
見
積
書
な
ど
）、
印
鑑
、

振
込
先
口
座
が
分
か
る
も
の

●
申
請
期
限　

平
成
30
年
３
月
末

●
申
請
窓
口　

合
志
庁
舎　

１
階
ロ
ビ
ー

　

平
日
午
前
９
時
〜
午
後
４
時

●
問
い
合
わ
せ
先

　

福
祉
課　

社
会
福
祉
班（
西
合
志
庁
舎
）

　

☎（
２
４
２
）１
１
４
９
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